
東京都北区商店街装飾街路灯補助金交付要綱  

 

                 昭和６１年５月１６日区長決裁  

 

（目  的）  

第１  この要綱は、商店会が設置し、管理する商店街装飾街路灯（以下

「街路灯」という。）に係る補助金の交付について必要な事項を定め、

もって区内商店街の振興を図ることを目的とする。  

 

（補助対象街路灯）  

第２  この要綱において補助対象となる街路灯とは、商店会が公道上に

設置したもので、商店街の環境美化及び近代化に寄与し、かつ、防犯

灯としての機能を有している街路灯をいう。  

２  １に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるものについては、

補助対象街路灯とすることができる。  

 

（補助金交付対象商店街）  

第３  この要綱において補助金の交付対象となる商店会とは、第２に規

定する街路灯を設置し、管理している商店会をいう。  

 

（補助対象経費）  

第４  補助対象となる経費は、商店会が前年度に支払った街路灯の電気

料金（以下、「街路灯電気料金」という。）とする。  

 

（補助金額）  

第５  補助金の金額は、商店会の会員数（申請年度の４月１日時点の正

会員数であり、準会員及び賛助会員等は除く）が、３０以上の場合は

街路灯電気料金に３分の２を乗じて得た金額（千円未満の端数は切捨

て）とし、２９以下の場合は街路灯電気料金に５分の４を乗じて得た

金額（千円未満の端数は切捨て）とする。  

 

（交付申請）  

第６  街路灯を管理している商店会の長（以下「管理者」という 。）が

補助金交付を受けようとするときは、東京都北区商店街装飾街路灯補

助金交付申請書（第１号様式）に必要な書類を添付して、区長に提出

しなければならない。  

 



（交付決定）  

第７  区長は、第６の交付申請があったときは、申請書類を審査のうえ、

補助金の交付を決定するものとする。  

２  区長は、補助金の交付を決定したときは、東京都北区商店街装飾街

路灯補助金交付決定通知書（第２号様式）により管理者に通知するも

のとする。  

 

（請求及び受領）  

第８  管理者は、第７の２の通知を受けた日の翌日から起算して １０日

以内に東京都北区商店街装飾街路灯補助金交付請求書（第３号様式）

を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。  

２  区長は必要に応じ、管理者に対し、東京都北区商店街装飾街路灯補

助金受領書（第４号様式）の提出を求めることができる。  

 

（交付決定の取消）  

第９  区長は、管理者が偽りその他不正な手段により補助金を受け 又は

受けようとしたときは、東京都北区商店街装飾街路灯補助金交付決定

取消通知書（第５号様式）により補助金の交付決定の全部又は一部を

取り消すものとする。  

 

（補助金の返還）  

第１０   区長は、第９の規定により補助金の交付の決定を取り消した場

合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてそ

の返還を命ずるものとする。  

 

（街路灯の設置及び廃止届）  

第１１  管理者は、年度の途中で街路灯を設置し、又は廃止したときは、

東京都北区商店街装飾街路灯設置・廃止届（第６号様式）を区長に提

出しなければならない。  

 

（委任）  

第１２  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は 地域振興部長が定

める。  

 

付  則  

１  この要綱は、昭和６１年４月１日から実施する。  

２  令和３年度に支払った街路灯の電気料金を対象とする補助金の金



額の算定については、第５第１項中「を加えた金額」とあるのは、「及

び街路灯電気料金に１０分の１を乗じて得た金額（一円未満の端数は切

捨て）を加えた金額」とする。  

 

 

付  則（昭和６２年４月３０日改正）  

       この要綱は、昭和６２年４月１日から施行する。  

付   則（平成１１年３月３１日改正）      

          この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。  

付  則（平成２０年４月４日区長決裁  １９北地産第２４６８号）  

      この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  

付  則（平成２２年３月３１日区長決裁  ２１北地産第３２０１号）  

      この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

付  則（平成２３年３月１６日区長決裁  ２２北地産第３１０８号）  

     この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  

付  則（令和４年１月１３日３北地産第２６９４号副区長専決）  

     この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

付  則（令和４年９月２１日４北地産第２１２０号区長決裁）  

この要綱は、令和４年９月２１日から施行する。  

付  則（令和５年４月１１日５北地産第１０４４号区長決裁）  

この要綱は、令和５年４月１１日から施行する。  

付  則（令和６年２月８日副区長専決５北地産第２９２７号）  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

付  則（令和７年３月３１日６北地産第３５５３号区長決裁）  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

付  則（令和７年４月２８日７北地産第１２２５ 号副区長専決）  

     この要綱は、令和７年４月２８日から施行する。  

 

 

 


